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２. 支給額

大大切切ななおお知知ららせせ

子子育育てて世世帯帯生生活活支支援援特特別別給給付付金金

ののごご案案内内

子育て世帯の支援のため､新新たたなな給給付付金金のの支支給給 を実施します!

１. 支給対象者 次の①または②に該当する方

児児 童童 11 人人 当当 たた りり 一一 律律 ５５万万円円
◎支給にあたっては､申請が不要な場合と必要な場合があります。

必ず次ページの支給手続きをご確認ください。

■■ こども家庭庁ココーールルセセンンタターー

00 11 22 00 -- 44 00 00 -- 99 00 33 （（受受付付時時間間 ::平平日日99::0000～～1188::0000））

②

■令和５年３月３１日時点で

１１８８歳歳未未満満のの児児童童（障がいのある児童は２２００歳歳未未満満）を養育する父母等

（※令和６年２月末までに生まれた新生児も対象になります。）

であって、

■令和５年度住住民民税税（（均均等等割割））がが非非課課税税、または令和５年１月１日
以降の家計が急変し、住住民民税税非非課課税税相相当当の収入となった方

①

■■ 各区役所健康福祉課 （（受受付付時時間間 ::平平日日88::3300～～1177::3300））

・・ 北北 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 -- 33 88 77 -- 11 33 33 55

・・ 東東 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 -- 22 55 00 -- 22 33 33 00

・・ 中中 央央 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 -- 22 22 33 -- 77 22 33 00

・・ 江江 南南 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 -- 33 88 22 -- 44 33 55 33

・・ 秋秋 葉葉 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 00 -- 22 55 -- 55 66 88 33

・・ 南南 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 -- 33 77 22 -- 66 33 55 11

・・ 西西 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 -- 22 66 44 -- 77 33 44 00

・・ 西西 蒲蒲 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 66 -- 77 22 -- 88 33 88 99

市HPは
こちらから☞

▶ ひひととりり親親世世帯帯分分のの給給付付金金をを受受給給ししたた方方はは除除ききまますす。。
▶ 支給要件の詳細は、この冊子の６ページをご覧ください。
▶ 令和５年度所得が未申告の方は、住民税（均等割）の課税状況の確認ができないため、

お早めに申告をお願いします。申告の方法は、新潟市市民税課にお問い合わせください。

令令和和４４年年度度中中にに実実施施ししたた子子育育てて世世帯帯生生活活支支援援特特別別給給付付金金（（前前回回のの給給付付
金金））のの支支給給対対象象者者であった方
（申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受け取りを拒否した方）

３．給付金の支給手続き

Ⅱ.令和５年４月分以降の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
（対象児童が４月１日以降の転入者である場合を除く）

▶ 給付金は､申申請請不不要要で受け取れます。

Ⅲ. 上記Ⅰ、Ⅱ以外の方（例.高校生のみ養育している方※１、家計が急変した方）

▶ 給付金を受け取るには､申申請請がが必必要要です。

①給付金の申請手続き

②指定口座へ振込み

給付金
対象の方

新潟市

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村やこども家庭庁（の職員）などをかたった不審な電話や
郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)
にご連絡ください。

「子育て世帯生活支援特別給付金｣の

““ 振振 りり 込込 めめ 詐詐 欺欺 ”” やや ““ 個個 人人 情情 報報 のの 詐詐 取取 ””に ご 注 意 く だ さ い 。

▶ 給付金の支給要件に該当する方に対して､申請内容を確認して

指定口座に振り込みます。

▶ 申請書に振込先口座などを記入して､必要書類とともに各区役所健康

福祉課・各出張所※２の窓窓口口にに直直接接ごご提提出出くくだだささいい。

▶児童手当と特別児童扶養手当の両方を受給している方は、児童手当
を支給している口座に振り込みます。
振込人名は「ニニイイガガタタシシ セセイイカカツツシシエエンン」です。通帳でご確認ください。

!!

◎次の場合に該当する方は、必要書類を各区役所健康福祉課・各出張所の窓口へお早め
にご提出ください。各種届出の様式は、新潟市ＨＰよりご確認ください。

▶令和４年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給し
た口座を変更・解約等している場合、支給口座登録等の届出書を提出してください。
→本給付金の支給は口座変更手続きを完了した翌月以降となります。
※児童手当・特別児童扶養手当の口座変更がお済の方は手続き不要です。

▶本給付金の受給を辞退する場合、受給辞退の届出書を提出してください。
→本給付金の支給手続き後に届出書が提出された場合は、本給付金を返還していただ
くこととなります。

各区役所健康福
祉課、各出張所

受付窓口に申請書類を直接ご提出ください。

提出された申請書から、給付金の支給要件に該当
するかを審査した上で、振り込みが行われます。

※１）高校生のみ養育している方とは…
児童手当は０歳～中学校修了前児童まで、特別児童扶養手当（障がいのある児童に対する
手当）は20歳未満の児童までを対象としているため、いずれの手当の対象にもならない中
学校修了した障がいのない児童のみを養育している方のことをいいます。

※２）出張所は北区・東区・中央区・西区のみ受付可能です。

Ⅰ.令和４年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以
外の低所得の子育て世帯分）」の支給対象者であった方

２. 支給額

大大切切ななおお知知ららせせ

子子育育てて世世帯帯生生活活支支援援特特別別給給付付金金

ののごご案案内内

子育て世帯の支援のため､新新たたなな給給付付金金のの支支給給 を実施します!

１. 支給対象者 次の①または②に該当する方

児児 童童 11 人人 当当 たた りり 一一 律律 ５５万万円円
◎支給にあたっては､申請が不要な場合と必要な場合があります。

必ず次ページの支給手続きをご確認ください。

■■ こども家庭庁ココーールルセセンンタターー

00 11 22 00 -- 44 00 00 -- 99 00 33 （（受受付付時時間間 ::平平日日99::0000～～1188::0000））

②

■令和５年３月３１日時点で

１１８８歳歳未未満満のの児児童童（障がいのある児童は２２００歳歳未未満満）を養育する父母等

（※令和６年２月末までに生まれた新生児も対象になります。）

であって、

■令和５年度住住民民税税（（均均等等割割））がが非非課課税税、または令和５年１月１日
以降の家計が急変し、住住民民税税非非課課税税相相当当の収入となった方

①

■■ 各区役所健康福祉課 （（受受付付時時間間 ::平平日日88::3300～～1177::3300））

・・ 北北 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 -- 33 88 77 -- 11 33 33 55

・・ 東東 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 -- 22 55 00 -- 22 33 33 00

・・ 中中 央央 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 -- 22 22 33 -- 77 22 33 00

・・ 江江 南南 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 -- 33 88 22 -- 44 33 55 33

・・ 秋秋 葉葉 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 00 -- 22 55 -- 55 66 88 33

・・ 南南 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 -- 33 77 22 -- 66 33 55 11

・・ 西西 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 -- 22 66 44 -- 77 33 44 00

・・ 西西 蒲蒲 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 66 -- 77 22 -- 88 33 88 99

市HPは
こちらから☞

▶ ひひととりり親親世世帯帯分分のの給給付付金金をを受受給給ししたた方方はは除除ききまますす。。
▶ 支給要件の詳細は、この冊子の６ページをご覧ください。
▶ 令和５年度所得が未申告の方は、住民税（均等割）の課税状況の確認ができないため、

お早めに申告をお願いします。申告の方法は、新潟市市民税課にお問い合わせください。

令令和和４４年年度度中中にに実実施施ししたた子子育育てて世世帯帯生生活活支支援援特特別別給給付付金金（（前前回回のの給給付付
金金））のの支支給給対対象象者者であった方
（申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受け取りを拒否した方）
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２. 支給額

大大切切ななおお知知ららせせ

子子育育てて世世帯帯生生活活支支援援特特別別給給付付金金

ののごご案案内内

子育て世帯の支援のため､新新たたなな給給付付金金のの支支給給 を実施します!

１. 支給対象者 次の①または②に該当する方

児児 童童 11 人人 当当 たた りり 一一 律律 ５５万万円円
◎支給にあたっては､申請が不要な場合と必要な場合があります。

必ず次ページの支給手続きをご確認ください。

■■ こども家庭庁ココーールルセセンンタターー

00 11 22 00 -- 44 00 00 -- 99 00 33 （（受受付付時時間間 ::平平日日99::0000～～1188::0000））

②

■令和５年３月３１日時点で

１１８８歳歳未未満満のの児児童童（障がいのある児童は２２００歳歳未未満満）を養育する父母等

（※令和６年２月末までに生まれた新生児も対象になります。）

であって、

■令和５年度住住民民税税（（均均等等割割））がが非非課課税税、または令和５年１月１日
以降の家計が急変し、住住民民税税非非課課税税相相当当の収入となった方

①

■■ 各区役所健康福祉課 （（受受付付時時間間 ::平平日日88::3300～～1177::3300））

・・ 北北 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 -- 33 88 77 -- 11 33 33 55

・・ 東東 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 -- 22 55 00 -- 22 33 33 00

・・ 中中 央央 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 -- 22 22 33 -- 77 22 33 00

・・ 江江 南南 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 -- 33 88 22 -- 44 33 55 33

・・ 秋秋 葉葉 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 00 -- 22 55 -- 55 66 88 33

・・ 南南 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 -- 33 77 22 -- 66 33 55 11

・・ 西西 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 -- 22 66 44 -- 77 33 44 00

・・ 西西 蒲蒲 区区 健健 康康 福福 祉祉 課課 ：： 00 22 55 66 -- 77 22 -- 88 33 88 99

市HPは
こちらから☞

▶ ひひととりり親親世世帯帯分分のの給給付付金金をを受受給給ししたた方方はは除除ききまますす。。
▶ 支給要件の詳細は、この冊子の６ページをご覧ください。
▶ 令和５年度所得が未申告の方は、住民税（均等割）の課税状況の確認ができないため、

お早めに申告をお願いします。申告の方法は、新潟市市民税課にお問い合わせください。

令令和和４４年年度度中中にに実実施施ししたた子子育育てて世世帯帯生生活活支支援援特特別別給給付付金金（（前前回回のの給給付付
金金））のの支支給給対対象象者者であった方
（申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受け取りを拒否した方）

３．給付金の支給手続き

Ⅱ.令和５年４月分以降の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
（対象児童が４月１日以降の転入者である場合を除く）

▶ 給付金は､申申請請不不要要で受け取れます。

Ⅲ. 上記Ⅰ、Ⅱ以外の方（例.高校生のみ養育している方※１、家計が急変した方）

▶ 給付金を受け取るには､申申請請がが必必要要です。

①給付金の申請手続き

②指定口座へ振込み

給付金
対象の方

新潟市

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村やこども家庭庁（の職員）などをかたった不審な電話や
郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)
にご連絡ください。

「子育て世帯生活支援特別給付金｣の

““ 振振 りり 込込 めめ 詐詐 欺欺 ”” やや ““ 個個 人人 情情 報報 のの 詐詐 取取 ””に ご 注 意 く だ さ い 。

▶ 給付金の支給要件に該当する方に対して､申請内容を確認して

指定口座に振り込みます。

▶ 申請書に振込先口座などを記入して､必要書類とともに各区役所健康

福祉課・各出張所※２の窓窓口口にに直直接接ごご提提出出くくだだささいい。

▶児童手当と特別児童扶養手当の両方を受給している方は、児童手当
を支給している口座に振り込みます。
振込人名は「ニニイイガガタタシシ セセイイカカツツシシエエンン」です。通帳でご確認ください。

!!

◎次の場合に該当する方は、必要書類を各区役所健康福祉課・各出張所の窓口へお早め
にご提出ください。各種届出の様式は、新潟市ＨＰよりご確認ください。

▶令和４年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給し
た口座を変更・解約等している場合、支給口座登録等の届出書を提出してください。
→本給付金の支給は口座変更手続きを完了した翌月以降となります。
※児童手当・特別児童扶養手当の口座変更がお済の方は手続き不要です。

▶本給付金の受給を辞退する場合、受給辞退の届出書を提出してください。
→本給付金の支給手続き後に届出書が提出された場合は、本給付金を返還していただ
くこととなります。

各区役所健康福
祉課、各出張所

受付窓口に申請書類を直接ご提出ください。

提出された申請書から、給付金の支給要件に該当
するかを審査した上で、振り込みが行われます。

※１）高校生のみ養育している方とは…
児童手当は０歳～中学校修了前児童まで、特別児童扶養手当（障がいのある児童に対する
手当）は20歳未満の児童までを対象としているため、いずれの手当の対象にもならない中
学校修了した障がいのない児童のみを養育している方のことをいいます。

※２）出張所は北区・東区・中央区・西区のみ受付可能です。

Ⅰ.令和４年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以
外の低所得の子育て世帯分）」の支給対象者であった方

p.2



QQ.. ４月以降に子どもを連れて離婚しました（離婚前提で別居しました）。
(元)配偶者は低所得ではないため、給付金対象外（または未受給）です。
私は所得等の要件は満たしていますが、どうすれば受給できますか？

▶ (元)配偶者が児童手当受給者の場合、児児童童手手当当のの受受給給者者変変更更手手続続ききをを行行っってていいたただだくく
ここととでで、、本本給給付付金金をを申申請請不不要要でで受受給給ででききるる場場合合ががあありりまますす。。
(元)配偶者が児童手当受給者でない場合（子どもが高校生のみで、児童手当の支給対
象児童がいない場合など）は、本本給給付付金金のの申申請請手手続続ききののみみ行行っっててくくだだささいい。。

A．

QQ..  配偶者からＤＶを受け、子どもを連れて避難しています。配偶者が給付金を受給
しないようにできますか？

▶ お住まいの区の区役所健康福祉課窓口に、ＤＶ避難中である旨お申し出ください。配配偶偶者者にに
既既にに給給付付金金がが支支給給済済みみででななけけれればば、、支支給給をを差差止止めめででききまますす。また、住民票を移していなくて
も、お住まいの区で手続きできます。

QQ..  (元)配偶者が給付金受給済みです。私は給付金を受給できませんか？

▶ 別途要件を満たせば（離婚成立又はDV保護命令が出ていること等）、同額のひとり親
世帯分給付金を受給できます。ひとり親世帯分の「家計急変」時の手続きに沿って、
申申請請をを行行っっててくくだだささいい（（申申請請期期限限：：令令和和６６年年２２月月末末）） 。

 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
 公的機関が発行した書類（家庭裁判所における事件係属証明書など）
 弁護士等、第三者により作成された書類
（離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた
離婚協議の進捗状況に係る報告書など）

など、離婚意思が相手方に表明されていることが客観的に確認できる書類

離婚協議中であることを明らかにできる書類（一例、児童手当準拠）

QQ..  児童手当の受給者変更は離婚成立後でないとできませんか？

▶ 離婚協議中で別居している場合、ＤＶ避難中の場合等も変更できる場合があります。

ＤＶ避難中であることを明らかにできる書類（一例、児童手当準拠）

 配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書 等
 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
 住民基本台帳事務における支援措置（閲覧制限等）の決定通知書
（＋配偶者の健康保険の扶養外又は別世帯で国保加入となること）

こんなときはどうなるの？

A．

A．

A．

■こども家庭庁 コールセンター

00 11 22 00 -- 44 00 00 -- 99 00 33 （（受受付付時時間間 ::平平日日99::0000～～1188::0000））

■■各区役所健康福祉課

この冊子の５ページを参照

市HPは
こちらから☞

※ 本給付金の申請期限は令令和和６６年年２２月月末末です。

問問いい合合わわせせ先先

大大切切ななおお知知ららせせ

子子育育てて世世帯帯生生活活支支援援特特別別給給付付金金

以下の支給対象者に、児童１人あたり５万円を支給

離婚した (又は協議中の)方、ＤＶ避難中の方へ

子育て世帯生活支援特別給付金の概要

（（ひひととりり親親世世帯帯分分））※※11

または

離婚やＤＶ避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ
 離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援

特別給付金（ひとり親世帯以外の子育て世帯分）」をご自身が受給できる可能性があります。

 ＤＶ避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。

 配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば（離婚成立・

DV保護命令等）、ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる可能性があります。

→ お住まいの区の区役所健康福祉課にてお早めにご相談ください 詳しくは次ページ参照

①

②

■令和５年３月３１日時点で１１８８歳歳未未満満の児童（障がいのある児童は２２００歳歳未未満満）
を養育する父母等（令和６年２月末までに生まれた新生児等も対象。）
であって

■令和５年度住住民民税税（（均均等等割割））がが非非課課税税、または令和５年１月１日以降の家計が
急変し、住住民民税税非非課課税税相相当当の収入となった方

（（ひひととりり親親世世帯帯以以外外のの子子育育てて世世帯帯分分））

①または②に当てはまる方 （ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く）

① 令令和和５５年年３３月月分分のの児児童童扶扶養養手手当当受受給給者者のの方方

② 公的年金等※２を受給していることにより、令和５年３月分の児童扶養手当の支給を

受けていない方※３

③ 家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※１）児童扶養手当法に定める「「養養育育者者」」の方も対象となります。

※２）「公的年金等」とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

※３）既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児児童童扶扶養養手手当当のの申申請請ををししてていいれればば、、

令令和和５５年年３３月月分分のの児児童童扶扶養養手手当当のの支支給給がが全全額額ままたたはは一一部部停停止止さされれてていいたたとと推推測測さされれるる方方も対象となります。

以下の①～③のいずれかに該当する方

令令和和４４年年度度子子育育てて世世帯帯生生活活支支援援特特別別給給付付金金のの支支給給対対象象者者であった方

p.3



QQ.. ４月以降に子どもを連れて離婚しました（離婚前提で別居しました）。
(元)配偶者は低所得ではないため、給付金対象外（または未受給）です。
私は所得等の要件は満たしていますが、どうすれば受給できますか？

▶ (元)配偶者が児童手当受給者の場合、児児童童手手当当のの受受給給者者変変更更手手続続ききをを行行っってていいたただだくく
ここととでで、、本本給給付付金金をを申申請請不不要要でで受受給給ででききるる場場合合ががあありりまますす。。
(元)配偶者が児童手当受給者でない場合（子どもが高校生のみで、児童手当の支給対
象児童がいない場合など）は、本本給給付付金金のの申申請請手手続続ききののみみ行行っっててくくだだささいい。。

A．

QQ..  配偶者からＤＶを受け、子どもを連れて避難しています。配偶者が給付金を受給
しないようにできますか？

▶ お住まいの区の区役所健康福祉課窓口に、ＤＶ避難中である旨お申し出ください。配配偶偶者者にに
既既にに給給付付金金がが支支給給済済みみででななけけれればば、、支支給給をを差差止止めめででききまますす。また、住民票を移していなくて
も、お住まいの区で手続きできます。

QQ..  (元)配偶者が給付金受給済みです。私は給付金を受給できませんか？

▶ 別途要件を満たせば（離婚成立又はDV保護命令が出ていること等）、同額のひとり親
世帯分給付金を受給できます。ひとり親世帯分の「家計急変」時の手続きに沿って、
申申請請をを行行っっててくくだだささいい（（申申請請期期限限：：令令和和６６年年２２月月末末）） 。

 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
 公的機関が発行した書類（家庭裁判所における事件係属証明書など）
 弁護士等、第三者により作成された書類
（離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた
離婚協議の進捗状況に係る報告書など）

など、離婚意思が相手方に表明されていることが客観的に確認できる書類

離婚協議中であることを明らかにできる書類（一例、児童手当準拠）

QQ..  児童手当の受給者変更は離婚成立後でないとできませんか？

▶ 離婚協議中で別居している場合、ＤＶ避難中の場合等も変更できる場合があります。

ＤＶ避難中であることを明らかにできる書類（一例、児童手当準拠）

 配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書 等
 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
 住民基本台帳事務における支援措置（閲覧制限等）の決定通知書
（＋配偶者の健康保険の扶養外又は別世帯で国保加入となること）

こんなときはどうなるの？

A．

A．

A．

■こども家庭庁 コールセンター

00 11 22 00 -- 44 00 00 -- 99 00 33 （（受受付付時時間間 ::平平日日99::0000～～1188::0000））

■■各区役所健康福祉課

この冊子の５ページを参照

市HPは
こちらから☞

※ 本給付金の申請期限は令令和和６６年年２２月月末末です。

問問いい合合わわせせ先先

大大切切ななおお知知ららせせ

子子育育てて世世帯帯生生活活支支援援特特別別給給付付金金

以下の支給対象者に、児童１人あたり５万円を支給

離婚した (又は協議中の)方、ＤＶ避難中の方へ

子育て世帯生活支援特別給付金の概要

（（ひひととりり親親世世帯帯分分））※※11

または

離婚やＤＶ避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ
 離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援

特別給付金（ひとり親世帯以外の子育て世帯分）」をご自身が受給できる可能性があります。

 ＤＶ避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。

 配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば（離婚成立・

DV保護命令等）、ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる可能性があります。

→ お住まいの区の区役所健康福祉課にてお早めにご相談ください 詳しくは次ページ参照

①

②

■令和５年３月３１日時点で１１８８歳歳未未満満の児童（障がいのある児童は２２００歳歳未未満満）
を養育する父母等（令和６年２月末までに生まれた新生児等も対象。）
であって

■令和５年度住住民民税税（（均均等等割割））がが非非課課税税、または令和５年１月１日以降の家計が
急変し、住住民民税税非非課課税税相相当当の収入となった方

（（ひひととりり親親世世帯帯以以外外のの子子育育てて世世帯帯分分））

①または②に当てはまる方 （ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く）

① 令令和和５５年年３３月月分分のの児児童童扶扶養養手手当当受受給給者者のの方方

② 公的年金等※２を受給していることにより、令和５年３月分の児童扶養手当の支給を

受けていない方※３

③ 家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※１）児童扶養手当法に定める「「養養育育者者」」の方も対象となります。

※２）「公的年金等」とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

※３）既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児児童童扶扶養養手手当当のの申申請請ををししてていいれればば、、

令令和和５５年年３３月月分分のの児児童童扶扶養養手手当当のの支支給給がが全全額額ままたたはは一一部部停停止止さされれてていいたたとと推推測測さされれるる方方も対象となります。

以下の①～③のいずれかに該当する方

令令和和４４年年度度子子育育てて世世帯帯生生活活支支援援特特別別給給付付金金のの支支給給対対象象者者であった方

QQ.. ４月以降に子どもを連れて離婚しました（離婚前提で別居しました）。
(元)配偶者は低所得ではないため、給付金対象外（または未受給）です。
私は所得等の要件は満たしていますが、どうすれば受給できますか？

▶ (元)配偶者が児童手当受給者の場合、児児童童手手当当のの受受給給者者変変更更手手続続ききをを行行っってていいたただだくく
ここととでで、、本本給給付付金金をを申申請請不不要要でで受受給給ででききるる場場合合ががあありりまますす。。
(元)配偶者が児童手当受給者でない場合（子どもが高校生のみで、児童手当の支給対
象児童がいない場合など）は、本本給給付付金金のの申申請請手手続続ききののみみ行行っっててくくだだささいい。。

A．

QQ..  配偶者からＤＶを受け、子どもを連れて避難しています。配偶者が給付金を受給
しないようにできますか？

▶ お住まいの区の区役所健康福祉課窓口に、ＤＶ避難中である旨お申し出ください。配配偶偶者者にに
既既にに給給付付金金がが支支給給済済みみででななけけれればば、、支支給給をを差差止止めめででききまますす。また、住民票を移していなくて
も、お住まいの区で手続きできます。

QQ..  (元)配偶者が給付金受給済みです。私は給付金を受給できませんか？

▶ 別途要件を満たせば（離婚成立又はDV保護命令が出ていること等）、同額のひとり親
世帯分給付金を受給できます。ひとり親世帯分の「家計急変」時の手続きに沿って、
申申請請をを行行っっててくくだだささいい（（申申請請期期限限：：令令和和６６年年２２月月末末）） 。

 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
 公的機関が発行した書類（家庭裁判所における事件係属証明書など）
 弁護士等、第三者により作成された書類
（離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた
離婚協議の進捗状況に係る報告書など）

など、離婚意思が相手方に表明されていることが客観的に確認できる書類

離婚協議中であることを明らかにできる書類（一例、児童手当準拠）

QQ..  児童手当の受給者変更は離婚成立後でないとできませんか？

▶ 離婚協議中で別居している場合、ＤＶ避難中の場合等も変更できる場合があります。

ＤＶ避難中であることを明らかにできる書類（一例、児童手当準拠）

 配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書 等
 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
 住民基本台帳事務における支援措置（閲覧制限等）の決定通知書
（＋配偶者の健康保険の扶養外又は別世帯で国保加入となること）

こんなときはどうなるの？

A．

A．

A．

■こども家庭庁 コールセンター

00 11 22 00 -- 44 00 00 -- 99 00 33 （（受受付付時時間間 ::平平日日99::0000～～1188::0000））

■■各区役所健康福祉課

この冊子の５ページを参照

市HPは
こちらから☞

※ 本給付金の申請期限は令令和和６６年年２２月月末末です。

問問いい合合わわせせ先先

p.4



  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支支給給要要件件別別必必要要書書類類  

・①を満たす方 

・令和５年度住民税均等割が非課税で、かつ次の②または③を満たす方 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□  給与収入がある場合は、給与明細書などの収入額が分かる書類、事業収入または不動産収入がある場合

は、帳簿などの収入額が分かる書類を添付してください。また、公的年金収入（非課税除く）がある場

合は、年金振込通知書などの年金支給額が分かる書類を添付してください。 

□ 対象児童との関係が未成年後見人、里親、その他養育者である場合は、それぞれ確認書類が別途必要

となる場合があります。詳しくは様式Ａの「表Ａ」の注記（p.8）をご覧ください。 

子子育育てて世世帯帯生生活活支支援援特特別別給給付付金金（（ひひととりり親親世世帯帯以以外外分分））  

※１）公務員の方は、上記②（特別児童扶養手当受給者を除く）または③に該当する場合であっても申請が 

必要です。所属庁からの証明を受けたうえで 様式Ａ（p.７）を提出してください。 

※２）新規または増額の対象となる児童が、令和５年４月１日以降の転入者である場合は、申請が必要です。 

転入前の市区町村より本給付金を受給済みでない場合は、様式Ａ（p.７）を提出してください。 

 

【様式Ａ （p.７） の提出が必要な方】 

 

【様式Ａ （p.７） ＋ 様式Ｂ （p.11） または
※

 様式Ｃ （p.15） の提出が必要な方】 

 ※まずは 様式Ｂ（収入ベース）で支給要件の確認をしてください。ここで支給要件を満たさなかった場合

は、所得ベースで計算すると支給要件を満たす場合があるため、様式Ｃで再度計算してください。 

②令和５年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者 

 
③令和５年５月分以降の児童手当または特別児童扶養手当の認定を新たに受けた方 

または増額請求の認定を受けた方※２ 

 ◎令和６年２月 2９日までに生まれた新生児も対象となります。 

■申請手続きが必要な方 

 

❸ 令和５年４月１日以降に平成 1７年４月２日から平成２０年４月１日までに出生した子を

養育し始めた方で、かつ令和５年度住民税均等割が非課税の方 

 

申請時点で平成 1７年４月２日（特別児童扶養手当の認定を受けた子については、平成 1５年４

月２日）から令和６年２月２９日までに出生した子を養育しており、食費等の物価高騰の影響を受

けて家計が急変し、令和５年度住民税均等割が非課税相当の収入となった方 

❷ 令和５年４月１日以降に転入した令和５年５月分以降の児童手当または特別児童扶養

手当の新規受給者であり、かつ令和５年度住民税均等割が非課税の方 

❶ 令和５年３月 31 日時点で平成 1７年４月２日から平成２０年４月１日までに出生した子

のみ（児童手当及び特別児童扶養手当の支給対象とならない児童）を養育しており、

かつ令和５年住民税均等割が非課税の方 

 

■申請不要※１の方 

①令和４年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親

世帯以外の低所得の子育て世帯分）の支給対象者であった方 

新潟市より案内通知を発送します 

≪≪申申請請先先・・おお問問いい合合わわせせ≫≫  

各区役所健康福祉課、各出張所※  にて受付できます（連絡所では受

付できません）。  

 ※出張所窓口は、北区・東区・中央区・西区の出張所に限ります。 

 次ページに記載の必要書類をそろえて窓口までご提出ください。 

 

区役所 住所 電話番号 

北区役所健康福祉課児童福祉係 北区東栄町 1-1-14 025-387-1335 

東区役所健康福祉課児童福祉担当 東区下木戸 1-4-1 025-250-2330 

中央区役所健康福祉課児童福祉係 中央区西堀通 6 番町 866 025-223-7230 

江南区役所健康福祉課児童福祉係 江南区泉町 3-4-5 025-382-4353 

秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 秋葉区程島 2009 0250-25-5683 

南区役所健康福祉課児童福祉係 南区白根 1235 025-372-6351 

西区役所健康福祉課児童福祉担当 西区寺尾東 3-14-41 025-264-7340 

西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 西蒲区巻甲 2690-1 0256-72-8389 

  

≪≪申申請請期期間間≫≫  

令和５年６月２６日（月） ～ 令和６年２月２９日（木） 

 

≪≪注注意意事事項項≫≫  

◇ 書類に不足、不備等があり提出期限内に改善されない場合は、本給

付金を支給することができません。 

◇ 新潟市が支給決定をした後、振込不能等の事由により支払が完了

せず、期限内に申請・請求者に連絡・確認できない場合は、当該申請

が取下げられたものとみなします。 
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支支給給要要件件別別必必要要書書類類  

・①を満たす方 

・令和５年度住民税均等割が非課税で、かつ次の②または③を満たす方 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□  給与収入がある場合は、給与明細書などの収入額が分かる書類、事業収入または不動産収入がある場合

は、帳簿などの収入額が分かる書類を添付してください。また、公的年金収入（非課税除く）がある場

合は、年金振込通知書などの年金支給額が分かる書類を添付してください。 

□ 対象児童との関係が未成年後見人、里親、その他養育者である場合は、それぞれ確認書類が別途必要

となる場合があります。詳しくは様式Ａの「表Ａ」の注記（p.8）をご覧ください。 

子子育育てて世世帯帯生生活活支支援援特特別別給給付付金金（（ひひととりり親親世世帯帯以以外外分分））  

※１）公務員の方は、上記②（特別児童扶養手当受給者を除く）または③に該当する場合であっても申請が 

必要です。所属庁からの証明を受けたうえで 様式Ａ（p.７）を提出してください。 

※２）新規または増額の対象となる児童が、令和５年４月１日以降の転入者である場合は、申請が必要です。 

転入前の市区町村より本給付金を受給済みでない場合は、様式Ａ（p.７）を提出してください。 

 

【様式Ａ （p.７） の提出が必要な方】 

 

【様式Ａ （p.７） ＋ 様式Ｂ （p.11） または
※

 様式Ｃ （p.15） の提出が必要な方】 

 ※まずは 様式Ｂ（収入ベース）で支給要件の確認をしてください。ここで支給要件を満たさなかった場合

は、所得ベースで計算すると支給要件を満たす場合があるため、様式Ｃで再度計算してください。 

②令和５年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者 

 
③令和５年５月分以降の児童手当または特別児童扶養手当の認定を新たに受けた方 

または増額請求の認定を受けた方※２ 

 ◎令和６年２月 2９日までに生まれた新生児も対象となります。 

■申請手続きが必要な方 

 

❸ 令和５年４月１日以降に平成 1７年４月２日から平成２０年４月１日までに出生した子を

養育し始めた方で、かつ令和５年度住民税均等割が非課税の方 

 

申請時点で平成 1７年４月２日（特別児童扶養手当の認定を受けた子については、平成 1５年４

月２日）から令和６年２月２９日までに出生した子を養育しており、食費等の物価高騰の影響を受

けて家計が急変し、令和５年度住民税均等割が非課税相当の収入となった方 

❷ 令和５年４月１日以降に転入した令和５年５月分以降の児童手当または特別児童扶養

手当の新規受給者であり、かつ令和５年度住民税均等割が非課税の方 

❶ 令和５年３月 31 日時点で平成 1７年４月２日から平成２０年４月１日までに出生した子

のみ（児童手当及び特別児童扶養手当の支給対象とならない児童）を養育しており、

かつ令和５年住民税均等割が非課税の方 

 

■申請不要※１の方 

①令和４年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親

世帯以外の低所得の子育て世帯分）の支給対象者であった方 

新潟市より案内通知を発送します 

≪≪申申請請先先・・おお問問いい合合わわせせ≫≫  

各区役所健康福祉課、各出張所※  にて受付できます（連絡所では受

付できません）。  

 ※出張所窓口は、北区・東区・中央区・西区の出張所に限ります。 

 次ページに記載の必要書類をそろえて窓口までご提出ください。 

 

区役所 住所 電話番号 

北区役所健康福祉課児童福祉係 北区東栄町 1-1-14 025-387-1335 

東区役所健康福祉課児童福祉担当 東区下木戸 1-4-1 025-250-2330 

中央区役所健康福祉課児童福祉係 中央区西堀通 6 番町 866 025-223-7230 

江南区役所健康福祉課児童福祉係 江南区泉町 3-4-5 025-382-4353 

秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 秋葉区程島 2009 0250-25-5683 

南区役所健康福祉課児童福祉係 南区白根 1235 025-372-6351 

西区役所健康福祉課児童福祉担当 西区寺尾東 3-14-41 025-264-7340 

西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 西蒲区巻甲 2690-1 0256-72-8389 

  

≪≪申申請請期期間間≫≫  

令和５年６月２６日（月） ～ 令和６年２月２９日（木） 

 

≪≪注注意意事事項項≫≫  

◇ 書類に不足、不備等があり提出期限内に改善されない場合は、本給

付金を支給することができません。 

◇ 新潟市が支給決定をした後、振込不能等の事由により支払が完了

せず、期限内に申請・請求者に連絡・確認できない場合は、当該申請

が取下げられたものとみなします。 
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（あて先）　新 潟 市 長

以以下下のの【【誓誓約約・・同同意意事事項項】】にに誓誓約約・・同同意意のの上上、、申申請請ししまますす。。

【誓約・同意事項】 ※の欄は記入する必要はありません。

各各項項目目ののチチェェッックク欄欄（（□□））にに『『✓✓』』をを入入れれててくくだだささいい。。

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

年 月 日 電話 ( )

（注１）配偶者等の欄は、２人以上で児童を養育している場合に記入してください。「配偶者等」とは、児童を養育する配偶者、未成年後見人、父母指定者等をいいます。

（注２）配偶者等が複数人いる場合は、上記以外の配偶者等の氏名、同居・別居の別、別居の場合は住所、マイナンバーを別紙で記入し提出してください。

次次のの（（１１））おおよよびび（（２２））ののそそれれぞぞれれににつついいてて該該当当すするる項項目目ののチチェェッックク欄欄（（□□））にに『『✓✓』』をを記記入入ししててくくだだささいい。。

（１）養育要件 （２）所得要件

２２．．支支給給要要件件

令和５年１月１日　時点の住所
（現住所と異なる場合）

令和５年３月３１日　時点の住所
（現住所と異なる場合）

① 令和５年度分の市町村民税均等割が非課税

② ①以外の家計急変(※)

①　児童手当対象児童を養育【公務員以外】

①　　　　　　　〃　　　　　　　　　【公務員】

②　特別児童扶養手当対象児童を養育

③　中学校修了後（15歳年度末）～18歳年度末までの児童を養育

（次ページにつづきます。）

配　偶　者　等　氏　名 同居・別居
の別

別居の場合は住所を記載

同居・別居

記入日 令和　　　年　　　月　　　日

※受付日 令和　　　年　　　月　　　日

同一児童について給付金（ひとり親世帯分）または給付金（ひとり親世帯以外分）を受給済みではありません（受給していた場合に
は、給付金（ひとり親世帯以外分）を返還します）。

給付金（ひとり親世帯以外分）の支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金（ひとり親世帯
以外分）の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金（ひとり親世帯以外分）を返還します。

新潟市が支給決定をした後、申請書（請求書）の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和６年３月1５日
までに、新潟市が申請・請求者に連絡・確認できない場合に、給付金（ひとり親世帯以外分）が支給されないことに同意します。

この申請書は、新潟市において支給決定をした後は、給付金（ひとり親世帯以外分）の請求書として取り扱います。

公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。

給付金（ひとり親世帯以外分）の支給要件の該当性等を審査等するため、新潟市が必要な住民基本台帳情報、税情報、児童手
当受給状況等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに同意します。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）（以下「給付金（ひとり親世帯以外分）」とい
う。）の支給要件に該当します。

生　年　月　日

様式第３号（第７条関係）

子子育育てて世世帯帯生生活活支支援援特特別別給給付付金金（（ひひととりり親親世世帯帯以以外外分分））申申請請書書（（請請求求書書））

１１．．申申請請・・請請求求者者、、配配偶偶者者等等

（　フ　リ　ガ　ナ　）

氏　　　　　名

３３．．給給付付金金申申請請児児童童等等

今今回回、、給給付付金金をを申申請請すするる児児童童ににつついいてて、、申申請請時時点点のの状状況況をを次次ペペーージジ表表AAにに記記入入ししててくくだだささいい。。
ままたた、、既既にに令令和和５５年年度度中中にに本本給給付付金金（（「「ひひととりり親親世世帯帯分分」」ままたたはは「「ひひととりり親親世世帯帯以以外外分分」」））をを受受給給ししたたここととががああるる場場合合はは、、次次ペペーージジ表表BBにに
そそのの対対象象ととななっったた児児童童のの氏氏名名をを記記入入ししててくくだだささいい。。

□

□

□

□

□

□

配偶者等の個人番号（マイナン
バー）

（１２桁）

申請者の個人番号（マイナンバー）
（１２桁）

現　　　住　　　所

（※）家計急変とは、１年間の収入見込額（令和５
年１月から令和６年２月までの任意の１か月の収
入に12を乗じて得た額をいう。）又は１年間の所
得見込額（当該収入見込額から１年間の経費等
の見込額を控除して得た額をいう。）が市町村民
税均等割が非課税となる水準に相当する額以下
である場合をいいます。

様式A

低所得の子育て世帯に対する

様式A

p.7



表表AA　今回、給付金の支給を申請する児童について記入してください。

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

※
　なお、既に対象児童について新潟市において児童手当の認定を受けている場合（申請中含む）は、書類の提出は不要です。

イ．父母　→　別居する児童を監護している場合は、別居する児童が属する世帯の世帯主の氏名、児童からみた世帯主の続柄が分かる住民票の写し
ロ．未成年後見人　→　対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況（氏名、存否、住所）が分かる資料、未成年後見人である旨の申立書
ハ．その他養育者　→　養育申立書
ニ．里親　→　対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類

※ 「生計関係」の欄は、次によって記入してください。

※

    　　（（以以下下のの児児童童ににつついいててはは、、今今回回のの給給付付金金のの支支給給対対象象ととははななりりまませせんん））

※ 給付金の対象児童の人数を記入してください。対象児童の人数は「３．給付金申請児童等」の表Aに記入した今回支給申請をする人数になります。

※

【受取口座記入欄】

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。
※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

※ マイナポータル等から公金受取口座を登録していることが必要。

証明欄　附番

上記の申請・請求者は、上記（３．表A） 人の対象児童に係る

であることについて証明します。
証明事務担当

令和 年 月 日 証明者   担当課（室）・担当係

  電話番号

※ここから下は記入する必要はありません。

２）「維持」は、児童が請求者自身の子でない場合で、請求者がその子の生計を維持している場合に〇で囲んでください。
１）「同一」は、児童が請求者自身の子である場合や請求者が未成年後見人または父母指定者である場合で、請求者がその子と生計を同じくしている場合に〇で囲んでください。

※申請時点で、新潟市において児童手当の認定を受けている方（申請中含む）は、必要事項の記入及び書類の添付は不要です。

１１　　申申請請者者とと児児童童のの関関係係性性がが分分かかるる書書類類
２２　　通通帳帳等等のの写写しし
３３　　様様式式ＢＢ　　ままたたはは　　様様式式ＣＣ　　※※申申立立ててをを行行うう収収入入（（所所得得））にに係係るる給給与与明明細細書書、、帳帳簿簿、、年年金金振振込込通通知知書書等等のの添添付付必必要要
４４　　そそのの他他　　（（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

本人確認

住記確認 受付者 内容審査 審査結果

支給　・　不支給

入力処理

ア　【受取口座記入欄】に必要事項を記入し、振込先金融機関口座確認書類（通帳の写し等）を添付してください。

人対象児童数
（表表ＡＡの人数）

（公公務務員員のの方方ののみみ）　※この欄は、所属庁が記入しますので、申請・請求者は記入しないでください。

同居
・

別居

有
・
無

同一
・

維持

同居
・

別居

有
・
無

同一
・

維持

円申請額・請求額

受付場所

2

1

（　フ　リ　ガ　ナ　）
生 年 月 日

同居
・

別居
の別

続柄

有
・
無

同一
・

維持

口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

分類

1普通

2当座

支店名

本店・支店
本所・支所

出張所

1

3

5

4

「続柄」の欄は、申請者と児童の関係性について次のイ～ニのいずれかを記入してください。また、必要な書類を提出してください（各種申立書は市ＨＰまたは申請受付窓口にて配布しています）。

　　　　　　※「１．申請・請求者」名義に限る。
　　　　　　※通帳の表記に合わせてください。

税確認

1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁連

金融機関コード

特別児童扶
養手当対象
児童（申請
中含む）

監護
の

有無

生計
関係

児童手当対
象児童

（申請中含
む）

同居
・

別居

有
・
無

同居
・

別居

氏　　　　　名

同一
・

維持

3

金　融　機　関　名

住所
（別居の場合）

口　座　名　義（フリガナのみ）

表表BB　重複支給の確認等のため、既に給付金を受給している場合は、給付金の対象となった児童の氏名を記入してください。

氏　　　　　名 氏　　　　　　名

４４．．申申請請額額・・請請求求額額

氏　　　　　名

2

「児童手当対象児童（申請中含む）」、「特別児童扶養手当対象児童（申請中含む）」欄は、対象児童が児童手当、特別児童扶養手当の支給対象者である（申請中含む）場合に〇を記入してく
ださい。

申請額・請求額は、対象児童１人当たり一律50,000円となります。（例）対象児童数３人の場合　：　50,000円　×　３人　＝　150,000円

５５．．受受取取口口座座

公公務務員員児児童童手手当当受受給給状状況況証証明明欄欄

支店コード

添
付
書
類

処
理
欄

□

イ　世帯主（申請者）名義の公金受取口座への振込を希望します。（通帳等の写しは不要）□

同居
・

別居

有
・
無

同一
・

維持
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（あて先）　新 潟 市 長

以以下下のの【【誓誓約約・・同同意意事事項項】】にに誓誓約約・・同同意意のの上上、、申申請請ししまますす。。

【誓約・同意事項】 ※の欄は記入する必要はありません。

各各項項目目ののチチェェッックク欄欄（（□□））にに『『✓✓』』をを入入れれててくくだだささいい。。

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

年 月 日 （ ）

（注１）配偶者等の欄は、２人以上で児童を養育している場合に記入してください。「配偶者等」とは、児童を養育する配偶者、未成年後見人、父母指定者等をいいます。

（注２）配偶者等が複数人いる場合は、上記以外の配偶者等の氏名、同居・別居の別、別居の場合は住所、マイナンバーを別紙で記入し提出してください。

次次のの（（１１））おおよよびび（（２２））ののそそれれぞぞれれににつついいてて該該当当すするる項項目目ののチチェェッックク欄欄（（□□））にに『『✓✓』』をを記記入入ししててくくだだささいい。。

（１）養育要件 （２）所得要件

公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。

給付金（ひとり親世帯以外分）の支給要件の該当性等を審査等するため、新潟市が必要な住民基本台帳情報、税情報、児童手当受給状
況等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに同意します。

配　偶　者　等　氏　名
同居・別居

の別
別居の場合は住所を記載

77 66

11

33 00

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）（以下「給付金（ひとり親世帯以外分）」という。）の
支給要件に該当します。

２２．．支支給給要要件件

令和５年１月１日　時点の住所
（現住所と異なる場合）

令和５年３月３１日　時点の住所
（現住所と異なる場合）

① 令和５年度分の市町村民税均等割が非課税

② ①以外の家計急変

①　児童手当対象児童を養育【公務員以外】

①　　　　　　　〃　　　　　　　　　【公務員】

88

②　特別児童扶養手当対象児童を養育

③　中学校修了後（15歳年度末）～18歳年度末までの児童を養育

（次ページにつづきます。）

新潟市が支給決定をした後、申請書（請求書）の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和５年３月17日までに、新
潟市が申請・請求者に連絡・確認できない場合に、給付金（ひとり親世帯以外分）が支給されないことに同意します。

この申請書は、新潟市において支給決定をした後は、給付金（ひとり親世帯以外分）の請求書として取り扱います。

生　年　月　日

77 99 00 22

現　　　住　　　所

申請者の個人番号（マイナンバー）
（１２桁）

新新潟潟市市中中央央区区学学校校町町通通１１番番町町６６００２２－－１１

新新潟潟　　花花子子 同居・別居 00

様式第３号（第７条関係）

子子育育てて世世帯帯生生活活支支援援特特別別給給付付金金（（ひひととりり親親世世帯帯以以外外分分））申申請請書書（（請請求求書書））

ニニイイガガタタ　　タタロロウウ

１１．．申申請請・・請請求求者者、、配配偶偶者者等等

（　フ　リ　ガ　ナ　）

氏　　　　　名

新新潟潟　　太太郎郎
電話

記入日 令和　　〇年　　〇月　　〇日

※受付日 令和　　　年　　　月　　　日

同一児童について給付金（ひとり親世帯分）または給付金（ひとり親世帯以外分）を受給済みではありません（受給していた場合には、給付
金（ひとり親世帯以外分）を返還します）。

給付金（ひとり親世帯以外分）の支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金（ひとり親世帯以外分）の
支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金（ひとり親世帯以外分）を返還します。

11 22 33 44 55 66

55 44 2299 88 9911

配偶者等の個人番号（マイナンバー）
（１２桁）

３３．．給給付付金金申申請請児児童童等等

今今回回、、給給付付金金をを申申請請すするる児児童童ににつついいてて、、申申請請時時点点のの状状況況をを次次ペペーージジ表表AAにに記記入入ししててくくだだささいい。。
ままたた、、既既にに令令和和５５年年度度中中にに本本給給付付金金（（「「ひひととりり親親世世帯帯分分」」ままたたはは「「ひひととりり親親世世帯帯以以外外分分」」））をを受受給給ししたたここととががああるる場場合合はは、、次次ペペーージジ表表BBににそそ
のの対対象象ととななっったた児児童童のの氏氏名名をを記記入入ししててくくだだささいい。。

□

□

□

□

□

□

（※）家計急変とは、１年間の収入見込額（令和５年
１月から令和６年２月までの任意の１か月の収入に
12を乗じて得た額をいう。）又は１年間の所得見込額
（当該収入見込額から１年間の経費等の見込額を控
除して得た額をいう。）が市町村民税均等割が非課
税となる水準に相当する額以下である場合をいいま
す。

様式A

低所得の子育て世帯に対する

平平成成元元 １１００ １１５５ 025 226 1000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

児童を養育している方の

うち、主たる生計維持者

（基本的に所得の高い方。

児童手当等を受給してい

る方は受給者）を申請者

としてください。

現住所と令和５年１月１日

時点の住所が異なる方は、

１月１日時点の住所を記

入してください。

現住所と令和５年３月３１

日時点の住所が異なる方

は、３月３１日時点の住所

を記入してください。

申請者について（１）に該

当するものに✔を記入し

てください。（複数可）
申請者について（２）に該

当するものに✔を記入して

ください。（どちらかに✔）

記載例

「配偶者等」がいる方は、

配偶者等の氏名、同居・

別居の別、別居の場合は

住所を記入してください。

「配偶者等」とは、児童を

養育する配偶者、未成年

後見人、父母指定者等を

いいます。

誓約・同意事項をよくご

確認の上、全ての項目

に✔を記入していること

を確認してください。

(※)

p.9



表表AA　今回、給付金の支給を申請する児童について記入してください。

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

※
　なお、既に対象児童について新潟市において児童手当の認定を受けている場合（申請中含む）は、書類の提出は不要です。

イ．父母　→　別居する児童を監護している場合は、別居する児童が属する世帯の世帯主の氏名、児童からみた世帯主の続柄が分かる住民票の写し

ロ．未成年後見人　→　対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況（氏名、存否、住所）が分かる資料、未成年後見人である旨の申立書

ハ．その他養育者　→　養育申立書

ニ．里親　→　対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類

※ 「生計関係」の欄は、次によって記入してください。

※

    　　（（以以下下のの児児童童ににつついいててはは、、今今回回のの給給付付金金のの支支給給対対象象ととははななりりまませせんん））

※ 給付金の対象児童の人数を記入してください。対象児童の人数は「３．給付金申請児童等」の表Aに記入した今回支給申請をする人数になります。

※

【受取口座記入欄】

99 99 99 99 99 99 99

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。
※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

※ マイナポータル等から公金受取口座を登録していることが必要。

証明欄　附番

上記の申請・請求者は、上記（３．表A） 33 人の対象児童に係る

であることについて証明します。
証明事務担当

令和 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日 証明者   担当課（室）・担当係

  電話番号

※ここから下は記入する必要はありません。

添
付
書
類

処
理
欄

□

イ　世帯主（申請者）名義の公金受取口座への振込を希望します。（通帳等の写しは不要）□

99

公公務務員員児児童童手手当当受受給給状状況況証証明明欄欄

支店コード

口　座　名　義（フリガナのみ）

表表BB　重複支給の確認等のため、既に給付金を受給している場合は、給付金の対象となった児童の氏名を記入してください。

氏　　　　　名 氏　　　　　　名

４４．．申申請請額額・・請請求求額額

氏　　　　　名

2

申請額・請求額は、対象児童１人当たり一律50,000円となります。（例）対象児童数３人の場合　：　50,000円　×　３人　＝　150,000円

５５．．受受取取口口座座

住所
（別居の場合）

〇〇

99

3

金　融　機　関　名

99 99 99

同居

・

別居

有

・

無

同一

・

維持

「児童手当対象児童（申請中含む）」、「特別児童扶養手当対象児童（申請中含む）」欄は、対象児童が児童手当、特別児童扶養手当の支給対象者である（申請中含む）場合に〇を記入してください。

〇〇

監護の
有無

生計
関係

児童手当対

象児童

（申請中含

む）氏　　　　　名
生 年 月 日

同居
・

別居
の別

△△△△市市△△△△丁丁目目△△△△番番地地

ロロ

〇〇
ニニイイガガタタ　　ハハルルココ

特別児童扶

養手当対象

児童（申請中

含む）

1

3

2

1

（　フ　リ　ガ　ナ　）
続柄

イイ

5

4
同一

・

維持

有

・

無

同一

・

維持新新潟潟　　春春子子

ハハ

同居

・

別居

有

・

無

同居

・

別居

新新潟潟　　秋秋子子

「続柄」の欄は、申請者と児童の関係性について次のイ～ニのいずれかを記入してください。また、必要な書類を提出してください（各種申立書は市ＨＰまたは申請受付窓口にて配布しています）。

新新潟潟　　夏夏男男

ニニイイガガタタ　　アアキキココ
同居

・

別居

有

・

無

同一

・

維持
〇〇

ニニイイガガタタ　　ナナツツオオ
同居

・

別居

有

・

無

同一

・

維持

円申請額・請求額

受付場所

99
ほほののわわ

1.銀行

2.金庫

3.信組

4.信連

ニニイイガガタタ　　タタロロウウ

　　　　　　※「１．申請・請求者」名義に限る。
　　　　　　※通帳の表記に合わせてください。

ア　【受取口座記入欄】に必要事項を記入し、振込先金融機関口座確認書類（通帳の写し等）を添付してください。

人33
対象児童数

（表表ＡＡの人数）

（公公務務員員のの方方ののみみ）　※この欄は、所属庁が記入しますので、申請・請求者は記入しないでください。

5.農協

6.漁協

7.信漁連

99

金融機関コード

口 座 番 号
（右詰めでお 書き く だ さい 。）

分類

1普通

2当座

支店名

本店・支店

本所・支所

出張所

115500,,000000

みみののりり

令令和和〇〇年年〇〇月月分分のの児児童童手手当当のの受受給給資資格格のの認認定定をを受受けけたた者者

税確認

２）「維持」は、児童が請求者自身の子でない場合で、請求者がその子の生計を維持している場合に〇で囲んでください。

１）「同一」は、児童が請求者自身の子である場合や請求者が未成年後見人または父母指定者である場合で、請求者がその子と生計を同じくしている場合に〇で囲んでください。

※申請時点で、新潟市において児童手当の認定を受けている方（申請中含む）は、必要事項の記入及び書類の添付は不要です。

１１　　申申請請者者とと児児童童のの関関係係性性がが分分かかるる書書類類
２２　　通通帳帳等等のの写写しし
３３　　様様式式ＢＢ　　ままたたはは　　様様式式ＣＣ　　※※申申立立ててをを行行うう収収入入（（所所得得））にに係係るる給給与与明明細細書書、、帳帳簿簿、、年年金金振振込込通通知知書書等等 のの添添付付必必要要
４４　　そそのの他他　　（（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

本人確認

住記確認 受付者 内容審査 審査結果

支給　・　不支給

入力処理

平平成成２２９９ ４４ ４４

令令和和元元 ８８ ３３

令令和和５５ ５５ ５５

○○○○市市長長

００８８００１１－－１１

○○○○課課○○○○係係
0000-00-0000

✔

今回給付金を申請する児童に

ついて、申請時点の状況を記入

してください。

既に「申請なしの支給」などに

より給付金を受けている場合、

また、市町村から給付金の申

込書を受け取り、支給を待っ

ている場合、対象となった児

童の氏名を記入してください。

（注）表Ｂに記入された児童は、

今回の給付金の対象とはなり

ません。

今回の給付金の対象児童数

は、「表Ａ」に記入した児童の

人数を記入してください。
申請額・請求額は、

「対象児童数×５万円」

で計算してください。

本欄は公務員の方のみ使用

します。

公務員以外の方は記入不要

です。

公務員の方は、申請書に必

要事項を記入の上、所属庁に

提出し、証明記載を受けてく

ださい。

児児童童手手当当のの認認定定をを受受けけてていいるる

方方はは原原則則アアをを選選択択ししててくくだだささ

いい。。

児童手当の認定を受けていな

い方はアまたはイを選択して

ください。

イを選択した場合は、事前に

公金受取口座の登録が必要

です。

「公金受取口座」の
概要及び登録はこちら

表表AA　今回、給付金の支給を申請する児童について記入してください。

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

※
　なお、既に対象児童について新潟市において児童手当の認定を受けている場合（申請中含む）は、書類の提出は不要です。

イ．父母　→　別居する児童を監護している場合は、別居する児童が属する世帯の世帯主の氏名、児童からみた世帯主の続柄が分かる住民票の写し

ロ．未成年後見人　→　対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況（氏名、存否、住所）が分かる資料、未成年後見人である旨の申立書

ハ．その他養育者　→　養育申立書

ニ．里親　→　対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類

※ 「生計関係」の欄は、次によって記入してください。

※

    　　（（以以下下のの児児童童ににつついいててはは、、今今回回のの給給付付金金のの支支給給対対象象ととははななりりまませせんん））

※ 給付金の対象児童の人数を記入してください。対象児童の人数は「３．給付金申請児童等」の表Aに記入した今回支給申請をする人数になります。

※

【受取口座記入欄】

99 99 99 99 99 99 99

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。
※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

※ マイナポータル等から公金受取口座を登録していることが必要。

証明欄　附番

上記の申請・請求者は、上記（３．表A） 33 人の対象児童に係る

であることについて証明します。
証明事務担当

令和 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日 証明者   担当課（室）・担当係

  電話番号

※ここから下は記入する必要はありません。

添
付
書
類

処
理
欄

□

イ　世帯主（申請者）名義の公金受取口座への振込を希望します。（通帳等の写しは不要）□

99

公公務務員員児児童童手手当当受受給給状状況況証証明明欄欄

支店コード

口　座　名　義（フリガナのみ）

表表BB　重複支給の確認等のため、既に給付金を受給している場合は、給付金の対象となった児童の氏名を記入してください。

氏　　　　　名 氏　　　　　　名

４４．．申申請請額額・・請請求求額額

氏　　　　　名

2

申請額・請求額は、対象児童１人当たり一律50,000円となります。（例）対象児童数３人の場合　：　50,000円　×　３人　＝　150,000円

５５．．受受取取口口座座

住所
（別居の場合）

〇〇

99

3

金　融　機　関　名

99 99 99

同居

・

別居

有

・

無

同一

・

維持

「児童手当対象児童（申請中含む）」、「特別児童扶養手当対象児童（申請中含む）」欄は、対象児童が児童手当、特別児童扶養手当の支給対象者である（申請中含む）場合に〇を記入してください。

〇〇

監護の
有無

生計
関係

児童手当対

象児童

（申請中含

む）氏　　　　　名
生 年 月 日

同居
・

別居
の別

△△△△市市△△△△丁丁目目△△△△番番地地

ロロ

〇〇
ニニイイガガタタ　　ハハルルココ

特別児童扶

養手当対象

児童（申請中

含む）

1

3

2

1

（　フ　リ　ガ　ナ　）
続柄

イイ

5

4
同一

・

維持

有

・

無

同一

・

維持新新潟潟　　春春子子

ハハ

同居

・

別居

有

・

無

同居

・

別居

新新潟潟　　秋秋子子

「続柄」の欄は、申請者と児童の関係性について次のイ～ニのいずれかを記入してください。また、必要な書類を提出してください（各種申立書は市ＨＰまたは申請受付窓口にて配布しています）。

新新潟潟　　夏夏男男

ニニイイガガタタ　　アアキキココ
同居

・

別居

有

・

無

同一

・

維持
〇〇

ニニイイガガタタ　　ナナツツオオ
同居

・

別居

有

・

無

同一

・

維持

円申請額・請求額

受付場所

99
ほほののわわ

1.銀行

2.金庫

3.信組

4.信連

ニニイイガガタタ　　タタロロウウ

　　　　　　※「１．申請・請求者」名義に限る。
　　　　　　※通帳の表記に合わせてください。

ア　【受取口座記入欄】に必要事項を記入し、振込先金融機関口座確認書類（通帳の写し等）を添付してください。

人33
対象児童数

（表表ＡＡの人数）

（公公務務員員のの方方ののみみ）　※この欄は、所属庁が記入しますので、申請・請求者は記入しないでください。

5.農協

6.漁協

7.信漁連

99

金融機関コード

口 座 番 号
（右詰めでお 書き く だ さい 。）

分類

1普通

2当座

支店名

本店・支店

本所・支所

出張所

115500,,000000

みみののりり

令令和和〇〇年年〇〇月月分分のの児児童童手手当当のの受受給給資資格格のの認認定定をを受受けけたた者者

税確認

２）「維持」は、児童が請求者自身の子でない場合で、請求者がその子の生計を維持している場合に〇で囲んでください。

１）「同一」は、児童が請求者自身の子である場合や請求者が未成年後見人または父母指定者である場合で、請求者がその子と生計を同じくしている場合に〇で囲んでください。

※申請時点で、新潟市において児童手当の認定を受けている方（申請中含む）は、必要事項の記入及び書類の添付は不要です。

１１　　申申請請者者とと児児童童のの関関係係性性がが分分かかるる書書類類
２２　　通通帳帳等等のの写写しし
３３　　様様式式ＢＢ　　ままたたはは　　様様式式ＣＣ　　※※申申立立ててをを行行うう収収入入（（所所得得））にに係係るる給給与与明明細細書書、、帳帳簿簿、、年年金金振振込込通通知知書書等等 のの添添付付必必要要
４４　　そそのの他他　　（（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

本人確認

住記確認 受付者 内容審査 審査結果

支給　・　不支給

入力処理

平平成成２２９９ ４４ ４４

令令和和元元 ８８ ３３

令令和和５５ ５５ ５５

○○○○市市長長

００８８００１１－－１１

○○○○課課○○○○係係
0000-00-0000

✔

今回給付金を申請する児童に

ついて、申請時点の状況を記入

してください。

既に「申請なしの支給」などに

より給付金を受けている場合、

また、市町村から給付金の申

込書を受け取り、支給を待っ

ている場合、対象となった児

童の氏名を記入してください。

（注）表Ｂに記入された児童は、

今回の給付金の対象とはなり

ません。

今回の給付金の対象児童数

は、「表Ａ」に記入した児童の

人数を記入してください。
申請額・請求額は、

「対象児童数×５万円」

で計算してください。

本欄は公務員の方のみ使用

します。

公務員以外の方は記入不要

です。

公務員の方は、申請書に必

要事項を記入の上、所属庁に

提出し、証明記載を受けてく

ださい。

児児童童手手当当のの認認定定をを受受けけてていいるる

方方はは原原則則アアをを選選択択ししててくくだだささ

いい。。

児童手当の認定を受けていな

い方はアまたはイを選択して

ください。

イを選択した場合は、事前に

公金受取口座の登録が必要

です。

「公金受取口座」の
概要及び登録はこちら
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年 月

円

円

円

円

円

年 月 （※基本的に②申請者と同じ「年月」としてください）

円

円

円

円

円

円

＜＜早早見見表表＞＞

年間収入見込額（配偶者等）

(注)世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者（収入金額１０３万円以下の者）
・扶養親族（16歳未満の者も含む）
・世帯人数が７人以上の場合は１９ページの表をご覧くださ
い。３２２．７万円

２７７．７万円

２３２．７万円

１８７．７万円

１４６．９万円

※ ③-１(申請者)の年間収入見込額が③-２(配偶者等)より高いことを確認して、申請者について非課税相当収入限度額を記入してください。
※ 限度額は、下の早見表から、申請者の申請時点の「世帯の人数」にあてはまる金額を記入してください。
※ 申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税収入限度額は２０４．３万円としてください。
※ 給与収入、事業収入等、いずれの収入についても以下の早見表を利用してください。

 ④　③-１(申請者)の年間収入見込額が③-２(配偶者等)より高いことを確認して、申請者について限度額を記入してください。

（次ページに続きます）

世帯の人数（注） 非課税相当収入限度額

　　６人　（例）夫婦子４人

　　５人　（例）夫婦子３人

　　４人　（例）夫婦子２人

　　３人　（例）夫婦子１人

　　２人　（例）夫(婦)子１人

　　※表面の【要件２】を満たさない場合でも、「簡易な所得見込額申立書」（様式C）の要件を満たすことにより支給の対象となる場合があります。

→→【【要要件件２２】】申申請請者者ににつついいてて、、③③--１１  年年間間収収入入見見込込額額がが　　④④非非課課税税相相当当収収入入限限度度額額以以下下ででああるるこことと。。

   　非課税相当収入限度額

※青枠の収入額の合計額をご記入ください。

※複数の職に就いている方は、全ての収入について記入してください。

 ③-2　配偶者等の収入合計額を12倍した金額をご記入ください。

※上記以外の収入については記入不要です。

収入合計額【【AA  ++  BB  ++  CC】】

令和 　 　

※公的年金収入（非課税除く）がある場合にご記入ください。
※年年金金決決定定通通知知書書、年年金金額額改改定定通通知知書書、年年金金振振込込通通知知書書
　　などの支給額がわかる書類をご提出ください。

収入合計額【【AA  ++  BB  ++  CC】】 ※青枠の収入額の合計額をご記入ください。

※複数の職に就いている方は、全ての収入について記入してください。

※上記以外の収入については記入不要です。

 ②-2　配偶者等の令和５年１月以降の任意の月の収入（１か月）の内訳及びその合計額をご記入ください。

注意事項

収
入

給与収入【【AA】】
※給与収入がある場合にご記入ください。
※給給与与明明細細書書などの収入額が分かる書類をご提出くださ
い。

事業収入又は不動産収入
【【BB】】

※事業収入又は不動産収入がある場合にご記入ください。
※帳帳簿簿などの収入額が分かる書類をご提出ください。

年金収入【【CC】】
※公的年金収入（非課税除く）がある場合にご記入ください。
※年年金金決決定定通通知知書書、年年金金額額改改定定通通知知書書、年年金金振振込込通通知知書書
　　などの支給額がわかる書類をご提出ください。

 ③-1　申請者の収入合計額を12倍した金額をご記入ください。

簡簡易易なな収収入入見見込込額額のの申申立立書書
【【家家計計急急変変者者】】

〇「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）申請書（様式A）」と一緒にご提出ください。

〇 下記にある【要件１】及び【要件２】の両方を満たす場合に支給の対象となります。

 ①　下記にチェック（☑）してください。

 ②-1　申請者の令和５年１月以降の任意の月の収入（１か月）の内訳及びその合計額をご記入ください。

注意事項

年間収入見込額（申請者）

収
入

給与収入【【AA】】
※給与収入がある場合にご記入ください。
※給給与与明明細細書書などの収入額が分かる書類をご提出くださ
い。

事業収入又は不動産収入
【【BB】】

※事業収入又は不動産収入がある場合にご記入ください。
※帳帳簿簿などの収入額が分かる書類をご提出ください。

年金収入【【CC】】

令和 　 　

　　□ 食費等の物価高騰の影響により、家計が急変しました。

→→【【要要件件１１】】①①ににチチェェッッククがが入入っってていいるるこことと。。

※申請者（③-１、③-２で収入が高い方）が食費等の物価高騰の影響により、家計が急変した場合にチェックしてください。

様式第４号（第７条関係）

××１１２２

××１１２２

様式Ｂ
様式B
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【【確確認認事事項項】】（各項目のチェック欄（□）に『✓』を入れて頂き、氏名をご記入ください。）

　□　【要件】に該当します。　　□　収入額が分かる書類（給与明細書や年金額改定通知書等）を提出しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）収入が０円の場合は、別途、自身の収入の状況等の詳細について記載した申立書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の提出を求める場合があります。

　□　今後１年間に収入の多い時期がある、臨時の収入がある時期があるなどの事情により、今後１年間の収入見込額が収入
　　　基準額を上回ることが明らかであるものではありません。

　□　給付金（ひとり親世帯以外分）の支給要件の該当性等を審査等するため、新潟市が必要な申請者及び配偶者等の住民
　　　基本台帳情報、税情報、公的年金情報、児童手当受給状況等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の
　　　行政機関等に求める・提供することに同意します。

　□　本申立の内容に相違ありません。
　　　　　令和　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　申請者氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配偶者等氏名

p.12



年 月

円

円

円

円

円

年 月 （※基本的に②申請者と同じ「年月」としてください）

円

円

円

円

円

円

＜＜早早見見表表＞＞

→→【【要要件件１１】】①①ににチチェェッッククがが入入っってていいるるこことと。。

※申請者（③-１、③-２で収入が高い方）が食費等の物価高騰の影響により、家計が急変した場合にチェックしてください。

 ②-1　申請者の令和５年１月以降の任意の月の収入（１か月）の内訳及びその合計額をご記入ください。

注意事項

収
入

給与収入【A】
※給与収入がある場合にご記入ください。
※給給与与明明細細書書などの収入額が分かる書類をご提出ください。

事業収入又は不動産収入【B】
※事業収入又は不動産収入がある場合にご記入ください。
※帳帳簿簿などの収入額が分かる書類をご提出ください。

※公的年金収入（非課税除く）がある場合にご記入ください。

※年年金金決決定定通通知知書書、年年金金額額改改定定通通知知書書、年年金金振振込込通通知知書書

　　などの支給額がわかる書類をご提出ください。

165,000

〇令和 〇

 ③-1　申請者の収入合計額を12倍した金額をご記入ください。

年間収入見込額（申請者）

年金収入【C】

簡簡易易なな収収入入見見込込額額のの申申立立書書
【【家家計計急急変変者者】】

〇「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）申請書（様式A）」と一緒にご提出ください。

〇 下記にある【要件１】及び【要件２】の両方を満たす場合に支給の対象となります。

 ①　下記にチェック（☑）してください。

　　□ 食費等の物価高騰の影響により、家計が急変しました。

収入合計額【A + B + C】 ※青枠の収入額の合計額をご記入ください。

※複数の職に就いている方は、全ての収入について記入してください。

※上記以外の収入については記入不要です。

165,000

収

入

給与収入【A】
※給与収入がある場合にご記入ください。

※給給与与明明細細書書などの収入額が分かる書類をご提出ください。

事業収入又は不動産収入【B】
※事業収入又は不動産収入がある場合にご記入ください。

※帳帳簿簿などの収入額が分かる書類をご提出ください。

年金収入【C】
※公的年金収入（非課税除く）がある場合にご記入ください。

※年年金金決決定定通通知知書書、年年金金額額改改定定通通知知書書、年年金金振振込込通通知知書書

　　などの支給額がわかる書類をご提出ください。

66,000

令和 〇 〇

1,980,000

 ②-2　配偶者等の令和５年１月以降の任意の月の収入（１か月）の内訳及びその合計額をご記入ください。

注意事項

※青枠の収入額の合計額をご記入ください。

※複数の職に就いている方は、全ての収入について記入してください。

※上記以外の収入については記入不要です。

 ③-2　配偶者等の収入合計額を12倍した金額をご記入ください。

66,000

（次ページに続きます）

世帯の人数（注） 非課税相当収入限度額
(注)世帯人数は、以下の合計人数です。

・申請者本人

・同一生計配偶者（収入金額１０３万円以下の者）

・扶養親族（16歳未満の者も含む）

・世帯人数が７人以上の場合は１９ページの表をご覧ください。

　　　２人　（例）夫(婦)子１人 １４６．９万円

３人　（例）夫婦子１人 １８７．７万円

４人　（例）夫婦子２人 ２３２．７万円

５人　（例）夫婦子３人 ２７７．７万円

６人　（例）夫婦子４人 ３２２．７万円

→→【【要要件件２２】】申申請請者者ににつついいてて、、③③--１１  年年間間収収入入見見込込額額がが　　④④非非課課税税相相当当収収入入限限度度額額以以下下ででああるるこことと。。
　　※表面の【要件２】を満たさない場合でも、「簡易な所得見込額申立書」（様式C）の要件を満たすことにより支給の対象となる場合があります。

収入合計額【A + B + C】

 ④　③-１(申請者)の年間収入見込額が③-２(配偶者等)より高いことを確認して、申請者について限度額を記入してください。

   　非課税相当収入限度額

※ ③-１(申請者)の年間収入見込額が③-２(配偶者等)より高いことを確認して、申請者について非課税相当収入限度額を記入してください。

※ 限度額は、下の早見表から、申請者の申請時点の「世帯の人数」にあてはまる金額を記入してください。

※ 申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税収入限度額は２０４．３万円としてください。
※ 給与収入、事業収入等、いずれの収入についても以下の早見表を利用してください。

792,000

2,327,000

年間収入見込額（配偶者等）

様式第４号（第７条関係）

××１１２２

××１１２２

✔

✔

様式Ｂ

申請者（児童を養育

する方のうち、年間

収入見込額の高い

方）について、家計

の急変が食費等の物

価高騰の影響である

場合✔を記入してく

ださい。

家計の急変が食費等

の物価高騰の影響で

はない場合、本給付

金の対象とはなりま

せん。

なお、※は、例えば、

③-１と③-２の収入

比較の結果、令和４

年度分の市町村民税

均等割が課税のため

給付金の支給対象と

ならなかった児童手

当の受給者の方が収

入が低く、その配偶

者等の方が収入が高

いため「申請者」と

なる場合は、児童手

当の受給者（この申

立書では申請者では

なく配偶者等とな

る）のみが食費等の

物価高騰の影響によ

り家計が急変してい

ても「要件１」に該

当することとなりま

す。

申請者は②－１に、

配偶者等は②－２に、

令和５年１月以降の

任意の１か月の収入

を記入してください。

また、金額が確認で

きる書類（給与明細

書、事業収入の帳簿

など）を提出してく

ださい。

収入は、給与収入、

事業収入、不動産収

入、年金収入のみを

記入することとし、

それ以外の収入は記

入する必要ありませ

ん。

また、非課税のもの、

臨時的なもの（賞与

等）は各収入には含

めません。

申請者は③－１に、

配偶者等は③－２に、

任意の１か月の収入

合計額（A＋B＋

C）を１２倍した年

間収入見込額を記入

してください。

③－１（申請者）と③－２（配偶者等）を比べ、③－１（申請

者）の方が高いことを確認してください（今回の給付金は収入金

額が高い方を申請者としております。）。

申請者について、早見表を使って、申請時点の世帯の状況から限

度額を確認して、金額を記入してください。

最後に、③－１（申請者の年間

収入見込額）と④（申請者の限

度額）を比べ、③－１の方が低

い（＝非課税相当である）こと

を確認してください。

記載例
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【【確確認認事事項項】】（各項目のチェック欄（□）に『✓』を入れて頂き、氏名をご記入ください。）

　□　【要件】に該当します。　　□　収入額が分かる書類（給与明細書や年金額改定通知書等）を提出しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）収入が０円の場合は、別途、自身の収入の状況等の詳細について記載した申立書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の提出を求める場合があります。

　□　今後１年間に収入の多い時期がある、臨時の収入がある時期があるなどの事情により、今後１年間の収入見込額が収入
　　　基準額を上回ることが明らかであるものではありません。

　□　給付金（ひとり親世帯以外分）の支給要件の該当性等を審査等するため、新潟市が必要な申請者及び配偶者等の住民
　　　基本台帳情報、税情報、公的年金情報、児童手当受給状況等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の
　　　行政機関等に求める・提供することに同意します。

　□　本申立の内容に相違ありません。
　　　　　令和　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　申請者氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配偶者等氏名

✔

✔

✔
新新潟潟 太太郎郎 （（※※署署名名））

新新潟潟 花花子子 （（※※署署名名））

〇〇 〇〇 〇〇

✔

確認事項を全てご

確認の上、全ての

項目に✔を記入し

てください。

また、申請者およ

び配偶者等の氏名

を記入（署名）し

てください。

✔
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円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

（参考：非課税相当収入限度額）
＜＜早早見見表表＞＞

２３２．７万円

(注)世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者（収入金額１０３万円以下の者）
・扶養親族（16歳未満の者も含む）
・世帯人数が７人以上の場合は１９ページの表をご覧くだ
さい。

　　 ２人　（例）夫(婦)子１人 １４６．９万円

 ③-2　配偶者等の収入合計額を12倍した金額をご記入ください。

年間収入見込額（配偶者等）

（次ページに続きます）

５人　（例）夫婦子３人 ２７７．７万円
６人　（例）夫婦子４人 ３２２．７万円

世帯の人数（注） 非課税相当収入限度額

３人　（例）夫婦子１人 １８７．７万円
４人　（例）夫婦子２人

給与収入【A】
※給与収入がある場合にご記入ください。
※給給与与明明細細書書などの収入額が分かる書類をご提出ください。

事業収入又は不動産収入
【B】

※事業収入又は不動産収入がある場合にご記入ください。
※帳帳簿簿などの収入額が分かる書類をご提出ください。

収
入

給与収入【A】
※給与収入がある場合にご記入ください。
※給給与与明明細細書書などの収入額が分かる書類をご提出ください。

事業収入又は不動産収入
【B】

※事業収入又は不動産収入がある場合にご記入ください。
※帳帳簿簿などの収入額が分かる書類をご提出ください。

年金収入【C】
※公的年金収入（非課税除く）がある場合にご記入ください。

※年年金金決決定定通通知知書書、年年金金額額改改定定通通知知書書、年年金金振振込込通通知知書書
　　などの支給額がわかる書類をご提出ください。

年間収入見込額（申請者）

 ②-2　配偶者等の令和５年１月以降の任意の月の収入（１か月）の内訳及びその合計額をご記入ください。

令和 　 年 　 月（基本的に②申請者と同じ「年月」としてください） 注意事項

収入合計額
【A + B + C】

※青枠の収入額の合計額をご記入ください。

※複数の職に就いている方は、全ての収入について記入してください。
※上記以外の収入については記載不要です。

簡簡易易なな所所得得見見込込額額のの申申立立書書
【【家家計計急急変変者者】】

〇「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）申請書（様式A）」と一緒にご提出ください。

〇 下記にある【要件１】及び【要件２】の両方を満たす場合に支給の対象となります。

 ①　下記にチェック（☑）してください。

　　□ 食費等の物価高騰の影響により、家計が急変しました。

→→【【要要件件１１】】①①ににチチェェッッククがが入入っってていいるるこことと。。

年金収入【C】
※公的年金収入（非課税除く）がある場合にご記入ください。

※年年金金決決定定通通知知書書、年年金金額額改改定定通通知知書書、年年金金振振込込通通知知書書
　　などの支給額がわかる書類をご提出ください。

収入合計額
【A + B + C】

※青枠の収入額の合計額をご記入ください。

※複数の職に就いている方は、全ての収入について記入してください。
※上記以外の収入については記載不要です。

 ③-1　申請者の収入合計額を12倍した金額をご記入ください。

※申請者（次ページの（５）で所得が高い方）が食費等の物価高騰の影響により、家計が急変した場合にチェックしてください。

 ②-1　申請者の令和５年１月以降の任意の月の収入（１か月）の内訳及びその合計額をご記入ください。

令和 　 年 　 月 注意事項

収
入

様式第４号（第７条関係）

××１１２２

××１１２２

様式第４号（第７条関係）
様式Ｃ

様式C
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円 円

円 円

円 円

事業収入等の経費

円 円

円 円

円

＜＜早早見見表表＞＞

給与所得控除
※右の算定式より控除額を計
算の上、ご記入ください。

①Ａの額のうち給与収入分が162.5万円以下 → ５5万円
②Ａの額のうち給与収入分が162.5万円超180万円以下　→　給与収入分×40％－10万円
③Ａの額のうち給与収入分が180万円超360万円以下　→　給与収入分×30％＋8万円
④Ａの額のうち給与収入分が360万円超660万円以下　→　給与収入分×20％＋44万円

（３）（１）年間収入見込額のうち、事業収入、不動産収入にかかる必要経費の見込額（12か月分）をご記入ください。

（申請者）
　給与所得控除額

（配偶者等）
　給与所得控除額

控除
（申請者）
　事業収入等の経費

（配偶者等）
　事業収入等の経費

①事業収入又は不動産収入を記入した方は、当該収入のために要した経費の12か月相当額をご記入ください
②帳簿等の上記の経費がわかる書類をご提出ください。

（４）（１）年間収入見込額のうち、公的年金等収入にかかる公的年金等控除の見込額（12か月分）をご記入ください。

控除
（申請者）
　公的年金等控除

（配偶者等）
　公的年金等控除

（６）申請者の方が（５）の金額が高いことを確認し、申請者の申請時点の世帯状況に応じた非課税所得限度額をご記入ください。

非課税
相当額

（申請者）
非課税所得限度額

公的年金等控除
※右の算定式より控除額を計算の
上、ご記入ください。

（65歳未満の方）　公的年金等収入分　→　控除額
　　　　　　　　：60万円以下　→　公的年金等収入分の全額
　　　　　　　　：60万円超130万円未満 　→　60万円
　　　　　　　　：130万円以上410万円未満　→　公的年金等収入分×0.25＋27万5千円
　　　　　　　　：410万円以上770万円未満　→　公的年金等収入分×0.15＋68万5千円
（65歳以上の方）　公的年金等収入分　→　控除額
　　　　　　　　：110万円以下　→　公的年金等収入分の全額
　　　　　　　　：110万円超330万円未満　→　110万円
　　　　　　　　：330万円以上410万円未満　→　公的年金等収入分×0.25＋27万5千円
　　　　　　　　：410万円以上770万円未満　→　公的年金等収入分×0.15＋68万5千円

（５）年間所得見込額を計算の上、ご記入ください。（５）＝（１）－（（２）＋（３）＋（４））

所得見込
（申請者）

年間所得見込額
（配偶者等）

年間所得見込額

収入 （申請者）収入額 （配偶者等）収入額

 ④【要件２】に該当するか確認してください。

（１）以下のフローチャートにより、要件２を確認してください。

（１）申請者及び配偶者等それぞれの③の年間収入見込額をご記入ください。

（２）（１）年間収入見込額のうち、給与収入にかかる給与所得控除の見込額（12か月分）をご記入ください。

控除

□　【所得要件】に該当します。　　□　収入額が分かる書類（給与明細書や年金額改定通知書等）を提出しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　   （注）収入が０円の場合は、別途、自身の収入の状況等の詳細について記載した申立書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   の提出を求める場合があります。

□　控除額が分かる書類（帳簿等）を提出しています。（前ページの【Ｂ】欄に記入した場合のみ）

□　今後１年間に収入の多い時期がある、臨時の収入がある時期があるなどの事情により、今後１年間の所得見込額が
　　非課税所得限度額を上回ることが明らかであるものではありません。

□　給付金（ひとり親世帯以外分）の支給要件の該当性等を審査等するため、新潟市が必要な申請者及び配偶者等の住民基本台帳情報、
　　税情報、公的年金情報、児童手当受給状況等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供する
　　ことに同意します。

□　本申立の内容に相違ありません。

　　　令和　　年　　月　　日　　　　　　　　申請者氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配偶者等氏名

【【確確認認事事項項】】（各項目のチェック欄（□）に『✓』を入れて頂き、氏名をご記入ください。）

→→【【要要件件２２】】申申請請者者（（所所得得がが高高いい方方））のの（（５５））年年間間所所得得見見込込額額がが（（６６））非非課課税税所所得得限限度度額額以以下下ででああるるこことと。。

※申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合
は、非課税所得限度額は１３５万円としてください。

※「申請者」と「配偶者等」の（５）年間所得見込額を比べ、申請者
の方が高いことを確認してください。また、申請者について非課税所
得限度額を記入してください。

世帯の人数 非課税所得限度額

２人 （例）夫(婦)子１人 ９１．９万円

※限度額は右の早見表から、申請時点の申請者についての「世帯の人
数」にあてはまる金額を記入してください。

３人 （例）夫婦子１人 １２３．４万円

４人 （例）夫婦子２人 １５４．９万円

※世帯人数は、「申請者本人」「同一生計配偶者（所得金額48万円以
下の者)」「扶養親族(16歳未満の者も含む)」の合計人数です。

５人 （例）夫婦子３人 １８６．４万円

６人 （例）夫婦子４人 ２１７．９万円

※世帯人数が7人以上の場合は19ページの表をご覧ください。
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年 月

円

円

円

円

円

年 月 （※基本的に②申請者と同じ「年月」としてください）

円

円

円

円

円

（参考：非課税相当収入限度額）
＜＜早早見見表表＞＞

注意事項

収
入

給与収入【A】
※給与収入がある場合にご記入ください。

※給給与与明明細細書書などの収入額が分かる書類をご提出ください。

事業収入又は不動産収入【B】
※事業収入又は不動産収入がある場合にご記入ください。

※帳帳簿簿などの収入額が分かる書類をご提出ください。

年金収入【C】
※公的年金収入（非課税除く）がある場合にご記入ください。

※年年金金決決定定通通知知書書、年年金金額額改改定定通通知知書書、年年金金振振込込通通知知書書

　　などの支給額がわかる書類をご提出ください。

簡簡易易なな所所得得見見込込額額のの申申立立書書
【【家家計計急急変変者者】】

〇「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）申請書（様式A）」と一緒にご提出ください。

〇 下記にある【要件１】及び【要件２】の両方を満たす場合に支給の対象となります。

 ①　下記にチェック（☑）してください。

　　□ 食費等の物価高騰の影響により、家計が急変しました。

→→【【要要件件１１】】①①ににチチェェッッククがが入入っってていいるるこことと。。

※申請者（次ページ（５）で所得が高い方）が食費等の物価高騰の影響により、家計が急変した場合にチェックしてください。

 ②-1　申請者の令和５年１月以降の任意の月の収入（１か月）の内訳及びその合計額をご記入ください。

収入合計額
【A + B + C】

※青枠の収入額の合計額をご記入ください。

※複数の職に就いている方は、全ての収入について記入してください。

※上記以外の収入については記載不要です。

 ③-1　申請者の収入合計額を12倍した金額をご記入ください。

年間収入見込額（申請者）

 ②-2　配偶者等の令和５年１月以降の任意の月の収入（１か月）の内訳及びその合計額をご記入ください。

注意事項

収
入

給与収入【A】
※給与収入がある場合にご記入ください。

※給給与与明明細細書書などの収入額が分かる書類をご提出ください。

事業収入又は不動産収入【B】
※事業収入又は不動産収入がある場合にご記入ください。

※帳帳簿簿などの収入額が分かる書類をご提出ください。

年金収入【C】
※公的年金収入（非課税除く）がある場合にご記入ください。

※年年金金決決定定通通知知書書、年年金金額額改改定定通通知知書書、年年金金振振込込通通知知書書

　　などの支給額がわかる書類をご提出ください。

収入合計額
【A + B + C】

※青枠の収入額の合計額をご記入ください。

※複数の職に就いている方は、全ての収入について記入してください。
※上記以外の収入については記載不要です。

 ③-2　配偶者等の収入合計額を12倍した金額をご記入ください。

年間収入見込額（配偶者等）

（次ページに続きます）

非課税相当収入限度額 (注)世帯人数は、以下の合計人数です。

・申請者本人

・同一生計配偶者（収入金額１０３万円以下の者）

・扶養親族（16歳未満の者も含む）
・世帯人数が７人以上の場合は１９ページの表をご覧くださ

い。

　 　２人　（例）夫(婦)子１人 １４６．９万円
３人　（例）夫婦子１人 １８７．７万円

４人　（例）夫婦子２人 ２３２．７万円

５人　（例）夫婦子３人 ２７７．７万円
６人　（例）夫婦子４人 ３２２．７万円

令和 〇 〇

令和 〇 〇

175,000

175,000

2,100,000

80,000

80,000

960,000

世帯の人数（注）

様式第４号（第７条関係）

××１１２２

××１１２２

✔

✔

様式Ｃ

申請者（児童を養育す

る方のうち、年間所得

見込額の高い方）につ

いて、家計の急変が食

費等の物価高騰の影響

である場合✔を記入し

てください。

家計の急変が食費等の

物価高騰の影響とは関

係がない場合、本給付

金の対象とはなりませ

ん。

なお、※は、例えば、

次ページ（５）の所得

比較の結果、令和４年

度分の市町村民税均等

割が課税のため給付金

の支給対象とならな

かった児童手当の受給

者の方が所得が低く、

その配偶者等の方が所

得が高いため「申請

者」となる場合は、児

童手当の受給者（この

申立書では申請者では

なく配偶者等となる）

のみが食費等の物価高

騰の影響により家計が

急変していても「要件

１」に該当することと

なります。

申請者は②－１に、配

偶者等は②－２に、令

和５年１月以降の任意

の１か月の収入を記入

してください。また、

金額が確認できる書類

（給与明細書、事業収

入の帳簿など）を提出

してください。

収入は、給与収入、事

業収入、不動産収入、

年金収入のみを記入す

ることとし、それ以外

の収入は記入する必要

ありません。

また、非課税のもの、

臨時的なもの（賞与、

給付金等）は各収入に

は含めません。

申請者は③－１に、配

偶者等は③－２に、任

意の１か月の収入合計

額（A＋B＋C）を１２

倍した年間収入見込額

を記入してください。

記載例
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◎ 個人住民税（均等割）の非課税（相当）限度額
※新潟市の級地区分（２級地）により計算したもの 単位:千円

世帯の
人数

家族構成例
非課税限度額

（基本額※ ×世帯の人数＋10万円＋
級地加算額※）

非課税相当収入限度額
(非課税限度額＋給与所得控除額）

※基本額:２級地�31.5万円
※加算額:２級地�18.9万円

3 夫婦＋子１人 1,234 1,877

2 夫(婦)＋子１人 919 1,469

5 夫婦＋子３人 1,864 2,777

4 夫婦＋子２人 1,549 2,327

6 夫婦＋子４人 2,179 3,227

7 夫婦＋子５人 2,494 3,668

8 夫婦＋子６人 2,809 4,061

9 夫婦＋子７人 3,124 4,455

円 円

円 円

円 円

事業収入等の経費

円 円

円 円

円

＜＜早早見見表表＞＞

【【確確認認事事項項】】（各項目のチェック欄（□）に『✓』を入れて頂き、氏名をご記入ください。）

□　【所得要件】に該当します。　　□　収入額が分かる書類（給与明細書や年金額改定通知書等）を提出しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　   （注）収入が０円の場合は、別途、自身の収入の状況等の詳細について記載した申立書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   の提出を求める場合があります。

□　控除額が分かる書類（帳簿等）を提出しています。（前ページの【Ｂ】欄に記入した場合のみ）

□　今後１年間に収入の多い時期がある、臨時の収入がある時期があるなどの事情により、今後１年間の所得見込額が
　　非課税所得限度額を上回ることが明らかであるものではありません。

□　給付金（ひとり親世帯以外分）の支給要件の該当性等を審査等するため、新潟市が必要な申請者及び配偶者等の住民基本台帳情報、
　　税情報、公的年金情報、児童手当受給状況等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供する
　　ことに同意します。

□　本申立の内容に相違ありません。

　　　令和　　年　　月　　日　　　　　　　　申請者氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配偶者等氏名

公的年金等控除
※右の算定式より控除額を計算の
上、ご記入ください。

（65歳未満の方）　公的年金等収入分　→　控除額
　　　　　　　　：60万円以下　→　公的年金等収入分の全額
　　　　　　　　：60万円超130万円未満 　→　60万円
　　　　　　　　：130万円以上410万円未満　→　公的年金等収入分×0.25＋27万5千円
　　　　　　　　：410万円以上770万円未満　→　公的年金等収入分×0.15＋68万5千円
（65歳以上の方）　公的年金等収入分　→　控除額
　　　　　　　　：110万円以下　→　公的年金等収入分の全額
　　　　　　　　：110万円超330万円未満　→　110万円
　　　　　　　　：330万円以上410万円未満　→　公的年金等収入分×0.25＋27万5千円
　　　　　　　　：410万円以上770万円未満　→　公的年金等収入分×0.15＋68万5千円

※世帯人数が7人以上の場合は19ページの表をご覧ください。

→→【【要要件件２２】】申申請請者者（（所所得得がが高高いい方方））のの（（５５））年年間間所所得得見見込込額額がが（（６６））非非課課税税所所得得限限度度額額以以下下ででああるるこことと。。

（６）申請者の方が（５）の金額が高いことを確認し、申請者の申請時点の世帯状況に応じた非課税所得限度額をご記入ください。

（４）（１）年間収入見込額のうち、年金収入にかかる公的年金等控除の見込額（12か月分）をご記入ください。

控除
（申請者）
　公的年金等控除

（配偶者等）
　公的年金等控除

 ④【要件２】に該当するか確認してください。

（１）以下のフローチャートにより、要件２を確認してください。

（１）申請者及び配偶者等それぞれの③の年間収入見込額をご記入ください。

収入 （申請者）収入額 （配偶者等）収入額

（２）（１）年間収入見込額のうち、給与収入にかかる給与所得控除の見込額（12か月分）をご記入ください。

2,100,000 960,000

（５）年間所得見込額を計算の上、ご記入ください。（５）＝（１）－（（２）＋（３）＋（４））

0

所得見込
（申請者）

年間所得見込み額
（配偶者等）

年間所得見込み額

非課税
相当額

（申請者）
非課税所得限度額

1,184,000 410,000

1,234,000

0

控除
（申請者）
　給与所得控除額

（配偶者等）
　給与所得控除額

給与所得控除
※右の算定式より控除額を計
算の上、ご記入ください。

①Ａの額のうち給与収入分が162.5万円以下 → ５5万円
②Ａの額のうち給与収入分が162.5万円超180万円以下　→　給与収入分×40％－10万円
③Ａの額のうち給与収入分が180万円超360万円以下　→　給与収入分×30％＋8万円
④Ａの額のうち給与収入分が360万円超660万円以下　→　給与収入分×20％＋44万円

（３）（１）年間収入見込額のうち、事業収入、不動産収入にかかる必要経費の見込額（12か月分）をご記入ください。

控除
（申請者）
　事業収入等の経費

（配偶者等）
　事業収入等の経費

0 550,000

916,000 0

①事業収入又は不動産収入を記入した方は、当該収入のために要した経費の12か月相当額をご記入ください
②帳簿等の上記の経費がわかる書類をご提出ください。

９１．９万円

１２３．４万円

１５４．９万円

１８６．４万円

２１７．９万円

世帯の人数

２人 （例）夫(婦)子１人

３人 （例）夫婦子１人

４人 （例）夫婦子２人

５人 （例）夫婦子３人

６人 （例）夫婦子４人

非課税所得限度額
※「申請者」と「配偶者等」の（５）年間所得見込額を比べ、申請者の
方が高いことを確認してください。また、申請者について非課税所得限
度額を記入してください。

※限度額は右の早見表から、申請時点の申請者についての「世帯の人
数」にあてはまる金額を記入してください。

※申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、
非課税所得限度額は１３５万円としてください。

※世帯人数は、「申請者本人」「同一生計配偶者(所得金額48万円以下
の者)」「扶養親族(16歳未満の者も含む)」の合計人数です。

✔

✔

✔

〇〇 〇〇 〇〇 新新潟潟 太太郎郎 （（※※署署名名））

新新潟潟 花花子子 （（※※署署名名））

✔

✔

✔

✔

申請者は前のページの

③－１の金額を、配偶

者等は③－２の金額を

記入してください。

前のページの②－１で

「給与収入」を記入し

た申請者は、給与収入

の金額から給与所得控

除額を計算して記入し

てください。給与控除

額は、給与収入の金額

にあてはまるものを右

の①～④から選び、計

算してください。

②－２で「給与収入」

を記入した配偶者等も

同様に給与所得控除額

を記入してください。

前のページの②－１で

「事業収入、不動産収

入」を記入した申請者

は、当該事業収入、不

動産収入にかかる必要

経費の見込額（１２か

月分）を記入してくだ

さい。

また、当該経費が確認

できる書類（帳簿等）

を提出してください。

②－２で「事業収入、

不動産収入」を記入し

た配偶者等も同様に必

要経費の見込額を記入

してください。

前のページの②－１で

「年金収入」を記入し

た申請者は、年金収入

の金額から公的年金等

控除額を計算して記入

してください。公的年

金等控除額は、年金収

入の金額にあてはまる

ものを選び、計算して

ください。

②－２で「年金収入」

を記入した配偶者等も

同様に公的年金等控除

額を記入してください。

申請者と配偶者それぞ

れについて、年間所得

見込額を記入して、申

請者の方が高いことを

確認してください。

（所得金額が高い方を

申請者としてくださ

い。）

申請者について、早見表を使って、申請時

点の世帯の状況から限度額を確認して、金

額を記入してください。

最後に、（５）申請者の年間所得見込

額と（６）申請者の限度額を比べ、

（５）の金額の方が低い（＝非課税相

当である）ことを確認してください。
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◎ 個人住民税（均等割）の非課税（相当）限度額
※新潟市の級地区分（２級地）により計算したもの 単位:千円

世帯の
人数

家族構成例
非課税限度額

（基本額※ ×世帯の人数＋10万円＋
級地加算額※）

非課税相当収入限度額
(非課税限度額＋給与所得控除額）

※基本額:２級地�31.5万円
※加算額:２級地�18.9万円

3 夫婦＋子１人 1,234 1,877

2 夫(婦)＋子１人 919 1,469

5 夫婦＋子３人 1,864 2,777

4 夫婦＋子２人 1,549 2,327

6 夫婦＋子４人 2,179 3,227

7 夫婦＋子５人 2,494 3,668

8 夫婦＋子６人 2,809 4,061

9 夫婦＋子７人 3,124 4,455
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